
平成２９年度 第１回 

千葉県道路メンテナンス会議

                日  時：平成２９年６月２８日  

１５：００～ 

場  所：きぼーる １１Ｆ  

中央保健福祉センター大会議室 

議  事  次  第 

１．開会 

２．あいさつ 

３．議事 

 （１）これまでの経緯 

  （２）平成２８年度の点検結果及び修繕結果 

  （３）平成２９年度の点検及び修繕予定 

  （４）平成２９年度の取り組み予定 

  （５）最近の動き 

  （６）各道路管理者の取り組み事例の収集協力依頼 

 ４．閉会 



平成２６年 ４月１４日 社会資本整備審議会道路分科会建議
「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」

５月２９日 平成２６年度 第１回千葉県道路メンテナンス会議開催

８月２１日 平成２６年度 第１回千葉県道路メンテナンス会議・幹事会開催

１０月１５日 平成２６年度 第２回千葉県道路メンテナンス会議開催

１２月１７．１８日 千葉県橋梁点検研修会

１２月２４日 平成２６年度 第３回千葉県道路メンテナンス会議開催

平成２７年 ３月 ２日 社会資本メンテナンス講演会開催

３月２７日 平成２６年度 第２回千葉県道路メンテナンス会議・幹事会開催

３月２７日 第1回千葉県跨道橋連絡会議開催

６月 ４日 平成２７年度 第１回千葉県道路メンテナンス会議開催

千葉県道路メンテナンス会議のこれまでの経緯
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平成２７年 ８月２６日 平成２７年度 第２回千葉県道路メンテナンス会議開催

１２月１５．１６日 千葉県橋梁点検研修会

１２月２２日 平成２７年度 第３回千葉県道路メンテナンス会議開催

平成２８年 ３月２３日 道路の老朽化対策に関する講演会開催

６月２８日 平成２８年度 第１回千葉県道路メンテナンス会議開催

９月１５日 平成２８年度 千葉県跨道橋連絡会議

１０月２５日 平成２８年度 第２回千葉県道路メンテナンス会議

１２月 １．２日 千葉県橋梁点検研修会

平成２９年 ２月 ２日 平成２８年度 千葉県道路鉄道連絡会議

２月２７日 平成２８年度 第３回千葉県道路メンテナンス会議

２月２７日 道路メンテナンスの大切さを考える講演会

千葉県道路メンテナンス会議のこれまでの経緯
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至 五霞ＩＣ

至 坂東ＩＣ

←境古河ＩＣ

五霞ＩＣ

←幸手ＩＣ

←五霞ＩＣ

◎千葉県橋梁点検研修会の開催（平成２８年１２月１日、２日）

点検に必要な基礎知識を習得するための講義と橋梁点検実習を実施。

・市町村担当者を対象にした「研修会」を２日間開催。自治体から３８名が参加

・研修会は午前中、点検に必要な基礎知識（法制度・橋梁構造の基本・損傷の

種類）橋梁点検のポイント等を講義にて学習

・午後は、実際の橋梁にて、高所作業車を使用した近接目視点検や橋梁の健

全性を確認する為の試験を体験

基礎知識を取得するための講義 高所作業車を用いた近接目視点検

千葉県道路メンテナンス会議の主な取り組み
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千葉県道路メンテナンス会議の主な活動状況の紹介(２)千葉県道路メンテナンス会議の主な取り組み

◎高専生による橋梁点検の現地学習会を開催（平成２８年１２月１６日）

学生の皆様に直接現地で橋梁の近接目視や打音検査等の点検を体験していただき、その重

要性を学習していただくことを目的に「橋梁点検の現地学習会」を開催

・木更津工業高等専門学校 環境都市工学科 ４学年の学生 ３８名

・点検ハンマー、クラックスケールを使用した近接目視の点検実習

・コンクリートの劣化状況や鋼部材の疲労亀裂の状況を調査する際に必要となる非破壊試験の
実演。

高所作業車を用いた近接目視点検
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至 五霞ＩＣ

至 坂東ＩＣ

←境古河ＩＣ

五霞ＩＣ

←幸手ＩＣ

←五霞ＩＣ

◎道路の老朽化対策に関するパネル展の開催

高度経済成長期に集中的に整備された道路橋の老朽化の現状、対策の必要性、
事例等を知って頂くため、パネル展を実施。

＜開催期間＞平成２８年８月２２日～２８日

＜開催場所＞道の駅みのりの郷東金

（千葉県東金市田間）

道路を守るパネル展

千葉県道路メンテナンス会議の主な取り組み
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千葉県のＨ２８点検結果（橋梁）

＜平成28年度管理者別点検結果（橋梁）＞

管理者 管理施設数 点検実施数

判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 432 100 36 45 19 0

高速道路会社 700 142 6 123 13 0

千葉県
(公社含む)

2,233 642 170 406 66 0

市区町村 8,556 2,822 1,248 1,274 297 3

合計 11,921 3,706 1,460 1,848 395 3

千葉県の橋梁の点検結果（速報値）は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）が3橋（0.08%）あり、
また、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は395橋（10.7%）、さらに、判定区分Ⅱ（予防保全の
観点から措置を講ずることが望ましい状態）は1,848橋（49.9%）

※ H29.5月31日時点

※国土交通省の管理橋梁数のうち、10橋が東京都所在地であり、2橋が埼玉県所在地、
4橋が茨城県所在地である。

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ず
ることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊
急に措置を講ずべき状態

＜判定区分表＞

資料②
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千葉県のＨ２８点検結果（トンネル）

＜平成28年度管理者別点検結果（道路トンネル）＞

管理者 管理施設数 点検実施数

判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 26 1 1 0 0 0

高速道路会社 37 5 2 3 0 0

千葉県
(公社含む)

143 41 1 26 13 1

市区町村 250 0 0 0 0 0

合計 456 47 4 29 13 1

千葉県のトンネルの点検結果（速報値）は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）が1本（2.1%）あ
り、また、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は13本（27.7%）、さらに、判定区分Ⅱ（予防保全
の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は29本（61.7%）

※ H29.5月31日時点

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ず
ることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊
急に措置を講ずべき状態

＜判定区分表＞
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千葉県のＨ２８点検結果（道路附属物等）

＜平成28年度管理者別点検結果（道路附属物等）＞

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 254 59 9 41 9 0

高速道路会社 424 49 8 38 3 0

千葉県
(公社含む)

203 21 4 13 4 0

市区町村 256 54 19 24 11 0

合計 1,137 183 40 116 27 0

千葉県の道路附属物等の点検結果（速報値）は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）が0施設
（0%）あり、また、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は27施設（14.7%）、さらに、判定区分Ⅱ
（予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は116施設（63.3%）

※ H29.5月31日時点

※国土交通省の管理橋梁数のうち、6施設が東京都所在地、1施設が茨城県所在地である。

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ず
ることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊
急に措置を講ずべき状態

＜判定区分表＞

道路附属物は、横断歩道橋、シェッド、大型カルバート、門型標識等。
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千葉国道事務所の点検結果事例

点検結果：判定区分Ⅲ（早期措置段階）

理 由：鋼床版のデッキプレート溶接部に大型車の通行による疲労が原因と推定されるき裂
が見られ、前回点検と比較して進行しているため、早期に措置を講ずべき状態と判定
した。

■橋梁諸元

橋梁全景写真

■損傷状況

鋼床版のデッキプレート
溶接部にき裂が見られる。

損傷部拡大

橋梁名
マイハマオオハシ（ヤマガワ） 橋長(m) 577.16

舞浜大橋（山側） 全幅員(m) 15.00

距離程
自：22.3km +02 設計荷重 ＴＬ‐２０

至：22.8km +79 適用示方書 昭和55年

上部構造形式
単純鋼床版箱桁橋,

3径間連続鋼床版箱桁橋2連,
単純鋼床版箱桁橋

径間数 8

架設年 1984

塗装年 1983
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千葉県の点検結果事例
■橋梁諸元

■損傷状況

支承本体およびアン
カーボルトに板厚減少
を伴う腐食が見られる。

点検結果：判定区分Ⅲ（早期措置段階）

理 由：複数の箇所で伸縮装置より漏水が見られ、支承本体及びアンカーボルトに板厚減少を
伴う腐食が見られる。今後も腐食が進行するおそれがあり、道路橋の機能に支障が生じる可能性
があるため、早期に措置を講ずべき状態と判定した。

橋梁全景写真

支承およびアンカーボルト伸縮装置の漏水

橋梁名
ヨウシアンオオハシ 橋長(m) 112.0

要子庵大橋 全幅員(m) 12.3

距離程
－ 設計荷重 TL – 20

－ 適用示方書 昭和55年

上部構造形式 4径間単純T桁

径間数 4

架設年 1985

塗装年 －

資料②
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館山市の点検結果事例
■橋梁諸元

橋梁全景写真

■損傷状況

床板損傷部拡大

点検結果：判定区分Ⅲ（早期措置段階）
理 由：橋梁構造の安全性の観点から、床版・橋台・橋脚の断面修復、舗装の打替え、伸縮装置の取替え
等の補修が必要である。

橋梁名
サンプクジバシ

三福寺橋

橋長(ｍ) 23.3ｍ

全幅員(ｍ) 5.1ｍ

径間数 2

橋種 鋼鈑桁

架設年 1969年

塗装年 2000年

粗悪なコンクリートの使用、ジャンカ等の施工不良により、鉄筋のかぶりを確保できず発錆。張り出し部もかぶりを確保
出来ないうえに、水切りが設置されていなかったため、全体的に損傷している。
また、支承部については、2000年に塗替えを行ったものの、伸縮装置の損傷部から表面水が流入し、短期間で劣化が
進行したと思われる。

張り出し部損傷状況

支承部損傷状況

資料②
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平成28年度点検の判定区分Ⅳの構造物リスト

○ 判定区分Ⅳの橋梁は、車両通行止めの緊急措置を実施した。判定区分Ⅳのトンネルは、覆工コンク
リートの剥落を防止するためＦＲＰメッシュによる対策工を実施した。

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容

千葉県 三直トンネル 主要地方道君津鴨川線 1984 覆工コンクリートの剥離

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ず
ることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊
急に措置を講ずべき状態

※判定区分

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容

千葉県
流山市 尼谷橋

市道平方区画
47号線

不明 主桁、床版、柱部、壁部及び支承に不朽並びに地覆欠損

千葉県
酒々井町 飯積橋 町道3B-162号線 不明 主桁、支承の腐食

千葉県
長生村 獺台1号橋 村道1199号線 1966 主桁の剥離及び鉄筋の露出

＜判定区分Ⅳのリスト＞
○橋梁

○トンネル
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千葉県の平成２８年度修繕実施状況

道路施設
H28修繕
当初計画数
(A)

H28修繕
実施数
(B)

計画数と実施数
との差
（B-A)

修繕実施率
B/A

橋梁 18 54 36 300.0%

トンネル 6 3 -3 50.0%

道路附属物等 12 0 -12 0%

＜各構造物の平成28年度の修繕進捗状況＞

資料②
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千葉県の平成２９年度の点検予定（橋梁） 資料③

＜橋梁の平成29年度点検予定＞

【H29.5末現在】

道路管理者
管理施設数
(Ａ)

H26～H28の
点検実績数
（B）

H29点検予定
(C)

H29までの
点検見込み数
（D=B+C)

管理施設数に対する
点検割合
（D／Ａ）

備考

国土交通省 432 252 90 342 79.1%

高速道路会社 700 468 177 645 92.1%

千葉県
(公社含む)

2,233 1,004 784 1,788 80.1%

千葉市 530 280 120 400 75.5%

銚子市 115 99 15 114 99.1%

市川市 80 12 68 80 100.0%

船橋市 237 231 0 231 97.5%

館山市 144 133 10 143 99.3%

木更津市 247 109 73 182 73.7%

・国土交通省の管理橋梁数のうち、10橋が東京都所在地であり、2橋が埼玉県所在地、
4橋が茨城県所在地である。

1
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2

道路管理者
管理施設数
(Ａ)

H26～H28の
点検実績数
（B）

H29点検予定
(C)

H29までの
点検見込み数
（D=B+C)

管理施設数に対する
点検割合
（D／Ａ）

備考

松戸市 329 304 4 308 93.6%

野田市 148 2 78 80 54.1%

茂原市 184 61 58 119 64.7%

成田市 162 25 38 63 38.9%

佐倉市 124 42 46 88 71.0%

東金市 218 162 53 215 98.6%

旭市 319 316 3 319 100.0%

習志野市 23 22 0 22 95.7%

柏市 158 127 23 150 94.9%

勝浦市 111 111 0 111 100.0%

＜橋梁の平成29年度点検予定＞

千葉県の平成２９年度の点検予定（橋梁）
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3

道路管理者
管理施設数
(Ａ)

H26～H28の
点検実績数
（B）

H29点検予定
(C)

H29までの
点検見込み数
（D=B+C)

管理施設数に対する
点検割合
（D／Ａ）

備考

市原市 497 249 209 458 92.2%

流山市 180 111 0 111 61.7%

八千代市 50 1 19 20 40.0%

我孫子市 118 57 31 88 74.6%

鴨川市 286 180 91 271 94.8%

鎌ケ谷市 35 1 0 1 2.9%

君津市 226 147 35 182 80.5%

富津市 191 10 181 191 100.0%

浦安市 37 0 37 37 100.0%

四街道市 49 10 39 49 100.0%

3/6＜橋梁の平成29年度点検予定＞

資料③

【H29.5末現在】

千葉県の平成２９年度の点検予定（橋梁）



4

道路管理者
管理施設数
(Ａ)

H26～H28の
点検実績数
（B）

H29点検予定
(C)

H29までの
点検見込み数
（D=B+C)

管理施設数に対する
点検割合
（D／Ａ）

備考

袖ケ浦市 137 23 60 83 60.6%

八街市 26 1 0 1 3.8%

印西市 175 72 40 112 64.0%

白井市 56 30 3 33 58.9%

富里市 21 21 0 21 100.0%

南房総市 364 125 131 256 70.3%

匝瑳市 200 200 0 200 100.0%

香取市 425 221 100 321 75.5%

山武市 419 46 113 159 37.9%

いすみ市 361 97 125 222 61.5%

4/6＜橋梁の平成29年度点検予定＞

資料③

【H29.5末現在】

千葉県の平成２９年度の点検予定（橋梁）



5

道路管理者
管理施設数
(Ａ)

H26～H28の
点検実績数
（B）

H29点検予定
(C)

H29までの
点検見込み数
（D=B+C)

管理施設数に対する
点検割合
（D／Ａ）

備考

大網白里市 108 1 104 105 97.2%

酒々井町 34 33 0 33 97.1%

栄町 54 25 29 54 100.0%

神崎町 22 1 21 22 100.0%

多古町 50 50 0 50 100.0%

東庄町 81 75 0 75 92.6%

九十九里町 103 8 0 8 7.8%

芝山町 49 49 0 49 100.0%

横芝光町 227 101 49 150 66.1%

一宮町 79 1 78 79 100.0%

5/6＜橋梁の平成29年度点検予定＞

資料③

【H29.5末現在】

千葉県の平成２９年度の点検予定（橋梁）



6

道路管理者
管理施設数
(Ａ)

H26～H28の
点検実績数
（B）

H29点検予定
(C)

H29までの
点検見込み数
（D=B+C)

管理施設数に対する
点検割合
（D／Ａ）

備考

睦沢町 100 100 0 100 100.0%

長生村 122 122 0 122 100.0%

白子町 92 92 0 92 100.0%

長柄町 59 12 47 59 100.0%

長南町 146 146 0 146 100.0%

大多喜町 86 86 0 86 100.0%

御宿町 90 90 0 90 100.0%

鋸南町 72 72 0 72 100.0%

6/6＜橋梁の平成29年度点検予定＞

資料③

【H29.5末現在】

千葉県の平成２９年度の点検予定（橋梁）



道路管理者
管理施設数
(Ａ)

H26～H28の
点検実績数
（B）

H29点検予定
(C)

H29までの
点検見込み数
（D=B+C)

管理施設数に対する
点検割合
（D／Ａ）

備考

国土交通省 26 22 0 22 84.6%

高速道路会社 37 7 17 24 64.8%

千葉県
（公社含む）

143 41 55 96 67.1%

千葉市 2 0 0 0 0.0%

館山市 6 0 0 0 0.0%

茂原市 6 0 0 0 0.0%

成田市 4 4 0 4 100.0%

佐倉市 1 0 0 0 0.0%

東金市 1 1 0 1 100.0%

勝浦市 31 0 0 0 0.0%

千葉県の平成２９年度の点検予定（トンネル） 資料③

＜トンネルの平成29年度点検予定＞

【H29.5末現在】
7

1/3



8

道路管理者
管理施設数
(Ａ)

H26～H28の
点検実績数
（B）

H29点検予定
(C)

H29までの
点検見込み数
（D=B+C)

管理施設数に対する
点検割合
（D／Ａ）

備考

市原市 29 0 0 0 0.0%

我孫子市 3 0 3 3 100.0%

鴨川市 14 1 13 14 100.0%

君津市 46 23 0 23 50.0%

富津市 15 0 0 0 0.0%

南房総市 19 15 0 15 78.9%

いすみ市 17 0 17 17 100.0%

大網白里市 5 0 0 0 0.0%

一宮町 2 0 2 2 100.0%

睦沢町 1 0 0 0 0.0%

＜トンネルの平成29年度点検予定＞

千葉県の平成２９年度の点検予定（トンネル） 資料③

【H29.5末現在】

2/3



9

道路管理者
管理施設数
(Ａ)

H26～H28の
点検実績数
（B）

H29点検予定
(C)

H29までの
点検見込み数
（D=B+C)

管理施設数に対する
点検割合
（D／Ａ）

備考

長柄町 4 4 0 4 100.0%

長南町 7 7 0 7 100.0%

大多喜町 25 0 0 0 0.0%

御宿町 7 0 0 0 0.0%

鋸南町 5 5 0 5 100.0%

千葉県の平成２９年度の点検予定（トンネル） 資料③

＜トンネルの平成29年度点検予定＞

【H29.5末現在】

3/3



千葉県の平成２９年度の点検予定（道路附属物等） 資料③

＜道路附属物等の平成29年度点検予定＞

【H29.5末現在】

道路管理者
管理施設数
(Ａ)

H26～H28の
点検実績数
（B）

H29点検予定
(C)

H29までの
点検見込み数
（D=B+C)

管理施設数に対する
点検割合
（D／Ａ）

備考

国土交通省 254 155 49 204 80.3%

高速道路会社 424 345 61 406 95.7%

千葉県
（公社含む）

203 72 0 72 35.5%

千葉市 122 41 47 88 72.1%

市川市 7 4 2 6 85.7%

船橋市 10 7 2 9 90.0%

館山市 1 1 0 1 100.0%

木更津市 13 13 0 13 100.0%

松戸市 16 4 0 4 25.0%

野田市 2 2 0 2 100.0%

※国土交通省の管理橋梁数のうち、6施設が東京都所在地、1施設が茨城県所在地である。
10

1/3



11

道路管理者
管理施設数
(Ａ)

H26～H28の
点検実績数
（B）

H29点検予定
(C)

H29までの
点検見込み数
（D=B+C)

管理施設数に対する
点検割合
（D／Ａ）

備考

成田市 2 2 0 2 100.0%

東金市 1 1 0 1 100.0%

習志野市 10 8 0 8 80.0%

柏市 10 4 4 8 80.0%

勝浦市 2 2 0 2 100.0%

市原市 6 3 1 4 66.7%

流山市 3 3 0 3 100.0%

八千代市 9 1 2 3 33.3%

我孫子市 1 0 0 0 0.0%

鴨川市 1 0 0 0 0.0%

千葉県の平成２９年度の点検予定（道路附属物等） 資料③

＜道路附属物等の平成29年度点検予定＞

【H29.5末現在】

2/3
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道路管理者
管理施設数
(Ａ)

H26～H28の
点検実績数
（B）

H29点検予定
(C)

H29までの
点検見込み数
（D=B+C)

管理施設数に対する
点検割合
（D／Ａ）

備考

君津市 1 1 0 1 100.0%

浦安市 15 15 0 15 100.0%

四街道市 5 1 0 1 20.0%

袖ケ浦市 1 1 0 1 100.0%

印西市 4 1 3 4 100.0%

富里市 1 1 0 1 100.0%

匝瑳市 2 1 0 1 50.0%

香取市 1 1 0 1 100.0%

山武市 8 0 0 0 0.0%

酒々井町 1 0 0 0 0.0%

千葉県の平成２９年度の点検予定（道路附属物等） 資料③

＜道路附属物等の平成29年度点検予定＞

【H29.5末現在】

3/3



道路管理者
管理施設数
(Ａ)

H26～H28の
点検実績数
（B）

H29点検予定
(C)

H29までの
点検見込み数
（D=B+C)

管理施設数に対する
点検割合
（D／Ａ）

備考

国土交通省 60 43 6 49 81.6%

高速道路会社 150 106 38 144 96.0%

千葉県
（公社含む）

64 53 6 59 92.2%

千葉市 73 40 17 57 78.1%

市川市 5 1 4 5 100.0%

野田市 1 0 1 1 100.0%

茂原市 5 1 0 1 20.0%

佐倉市 12 11 1 12 100.0%

東金市 8 6 0 6 75.0%

習志野市 1 1 0 1 100.0%

千葉県の平成２９年度の点検予定（最優先で点検すべき橋梁①） 資料③

＜緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋の平成29年度点検予定＞

【H29.5末現在】 13

1/3



14

道路管理者
管理施設数
(Ａ)

H26～H28の
点検実績数
（B）

H29点検予定
(C)

H29までの
点検見込み数
（D=B+C)

管理施設数に対する
点検割合
（D／Ａ）

備考

柏市 6 6 0 6 100.0%

市原市 13 6 2 8 61.5%

我孫子市 3 1 1 2 66.7%

鴨川市 2 2 0 2 100.0%

君津市 10 8 2 10 100.0%

富津市 1 0 1 1 100.0%

浦安市 1 1 0 1 100.0%

四街道市 9 9 0 9 100.0%

袖ケ浦市 15 13 1 14 93.3%

印西市 1 1 0 1 100.0%

白井市 9 9 0 9 100.0%

千葉県の平成２９年度の点検予定（最優先で点検すべき橋梁①） 資料③

＜緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋の平成29年度点検予定＞

【H29.5末現在】

2/3
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道路管理者
管理施設数
(Ａ)

H26～H28の
点検実績数
（B）

H29点検予定
(C)

H29までの
点検見込み数
（D=B+C)

管理施設数に対する
点検割合
（D／Ａ）

備考

富里市 3 3 0 3 100.0%

香取市 17 17 0 17 100.0%

山武市 5 5 0 5 100.0%

大網白里市 1 0 0 0 0.0%

酒々井町 5 5 0 5 100.0%

神崎町 1 0 1 1 100.0%

芝山町 1 1 0 1 100.0%

横芝光町 3 3 0 3 100.0%

鋸南町 1 1 0 1 100.0%

千葉県の平成２９年度の点検予定（最優先で点検すべき橋梁①） 資料③

＜緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋の平成29年度点検予定＞

【H29.5末現在】

3/3



千葉県の平成２９年度の点検予定（最優先で点検すべき橋梁②） 資料③

＜跨線橋（歩道橋含む）の平成29年度点検予定＞

【H29.5末現在】

道路管理者
管理施設数
(Ａ)

H26～H28の
点検実績数
（B）

H29点検予定
(C)

H29までの
点検見込み数
（D=B+C)

管理施設数に対する
点検割合
（D／Ａ）

備考

国土交通省 37 35 1 36 97.3％

高速道路会社 34 17 14 31 91.1％

千葉県
（公社含む）

111 56 11 67 60.4％

千葉市 56 25 3 28 50.0%

銚子市 3 0 3 3 100.0%

市川市 7 0 7 7 100.0%

船橋市 17 16 0 16 94.1%

木更津市 1 1 0 1 100.0%

松戸市 35 11 22 33 94.2%

野田市 2 0 2 2 100.0%

成田市 11 10 0 10 90.9% 16

1/4
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道路管理者
管理施設数
(Ａ)

H26～H28の
点検実績数
（B）

H29点検予定
(C)

H29までの
点検見込み数
（D=B+C)

管理施設数に対する
点検割合
（D／Ａ）

備考

佐倉市 7 6 1 7 100.0%

東金市 1 1 0 1 100.0%

旭市 2 0 2 2 100.0%

習志野市 10 9 0 9 90.0%

柏市 20 15 3 18 90.0%

勝浦市 1 1 0 1 100.0%

市原市 10 1 4 5 50.0%

流山市 4 4 0 4 100.0%

八千代市 6 0 6 6 100.0%

我孫子市 5 4 1 5 100.0%

鴨川市 3 2 1 3 100.0%

【H29.5末現在】

千葉県の平成２９年度の点検予定（最優先で点検すべき橋梁②） 資料③

＜跨線橋（歩道橋含む）の平成29年度点検予定＞

【H29.5末現在】

2/4



18

道路管理者
管理施設数
(Ａ)

H26～H28の
点検実績数
（B）

H29点検予定
(C)

H29までの
点検見込み数
（D=B+C)

管理施設数に対する
点検割合
（D／Ａ）

備考

鎌ケ谷市 5 0 0 0 0.0%

君津市 9 6 3 9 100.0%

富津市 1 0 1 1 100.0%

袖ケ浦市 3 1 0 1 33.3%

八街市 1 0 0 0 0.0%

印西市 8 7 1 8 100.0%

白井市 12 12 0 12 100.0%

南房総市 1 0 1 1 100.0%

香取市 1 1 0 1 100.0%

いすみ市 1 0 1 1 100.0%

大網白里市 1 0 1 1 100.0%

【H29.5末現在】

千葉県の平成２９年度の点検予定（最優先で点検すべき橋梁②） 資料③

＜跨線橋（歩道橋含む）の平成29年度点検予定＞

【H29.5末現在】

3/4



19

道路管理者
管理施設数
(Ａ)

H26～H28の
点検実績数
（B）

H29点検予定
(C)

H29までの
点検見込み数
（D=B+C)

管理施設数に対する
点検割合
（D／Ａ）

備考

酒々井町 4 3 0 3 75.0%

栄町 1 0 1 1 100.0%

東庄町 1 0 0 0 0.0%

大多喜町 2 2 0 2 100.0%

【H29.5末現在】

千葉県の平成２９年度の点検予定（最優先で点検すべき橋梁②） 資料③

＜跨線橋（歩道橋含む）の平成29年度点検予定＞ 4/4



道路管理者
管理施設数
(Ａ)

H26～H28の
点検実績数
（B）

H29点検予定
(C)

H29までの
点検見込み数
（D=B+C)

管理施設数に対する
点検割合
（D／Ａ）

備考

国土交通省 308 171 71 242 78.6%

高速道路会社 700 468 177 645 92.1%

千葉県(公社含む) 985 638 299 937 95.1%

千葉市 25 14 5 19 76.0%

船橋市 2 2 0 2 100.0%

木更津市 2 1 1 2 100.0%

勝浦市 1 1 0 1 100.0%

我孫子市 14 10 2 12 85.7%

君津市 10 9 1 10 100.0%

印西市 10 9 1 10 100.0%

酒々井町 2 2 0 2 100.0%

栄町 5 1 4 5 100.0%

千葉県の平成２９年度の点検予定（最優先で点検すべき橋梁③） 資料③

＜緊急輸送道路を構成する橋梁の平成29年度点検予定＞

【H29.5末現在】
20
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千葉県の平成２９年度の修繕予定

道路施設 H29修繕予定数
左記のうち

判定区分Ⅲの修繕予定数
備考

橋梁 327 113

トンネル 10 5

道路附属物等 13 7

＜各道路構造物の平成29年度の修繕予定＞

【H29.5末現在】

資料③

21



道路構造物管理実務者研修（平成２９年度）

平成２９年度の道路構造物管理実務者研修
＜関東地方整備局主催ｰ橋梁（４日間）、トンネル（３日間）＞

 目 的：地方公共団体職員の技術力育成のため、点検要領に基づく点検に必要な知識技能の習得を図る。

 対 象：地方公共団体職員及び関東地方整備局職員

 時 期： 橋梁初級研修Ⅰ ①Ｈ２９．７．１８～７．２１
②Ｈ２９．９．２６～９．２９

橋梁初級研修Ⅱ ①Ｈ２９．１０．３～１０．６
②Ｈ２９．１１．２８～１２．１

トンネル研修 ①Ｈ２９．１０．３１～１１．２

 場 所：国土交通大学校 柏研修センター

※橋梁初級研修Ⅰ：点検要領に基づく点検に必要な知識・技能の習得

橋梁初級研修Ⅱ：補修・補強の工法選択の判断に必要な基礎知識の習得

＜昨年度の研修状況＞

資料④

1



メンテナンス研修：橋梁

対 象：自治体職員
予定人数：３０名程度／日＜１～２日間＞
時 期：１０月以降（時期未定）
目 的：点検に必要な基礎知識を習得するため

の講義と橋梁点検実習

対 象：一般
時 期：平成２９年８月、平成３０年２月予定
目 的：老朽化の現状、対策の必要性・事例等

を広く一般の方に周知するパネル展を
開催

老朽化に関する広報

2

（橋梁研修等の実施状況）

(パネル展の実施状況）

平成２９年度 メンテナンスに関する研修・パネル展の開催予定 資料④



【イメージ図】

・市町村のニーズを踏まえ、
地域単位での点検業務の一括発注等の実施

【手続きの流れ】

・道路メンテナンス会議にて市町村の意向調査を実
施し、（公財）千葉県建設技術センターにて点検数
量をとりまとめた上で、点検業者へ発注

○市町村の技術者不足等を補うため、市町村が実施する点検・診断の発注事務を都道府県
等が受委託することで、地域一括発注を実施。

○平成２８年度点検実績 【橋梁 ８０８橋、歩道橋 ３橋、カルバート １箇所】

♦１１市町（銚子市、君津市、印西市、白井市、匝瑳市、香取市、山武市、大網白里市、神崎町、多古町、横芝光
町）

○平成２９年度実施予定
♦１０市町と調整中 【橋梁 約６６０橋等を実施予定】

Ａ市 Ｂ町 Ｃ村

（公財）千葉県建設
技術センターによる受託

道路メンテナンス会議にて
ニーズをとりまとめ

市
町

村
意

向
調
査

①

意
向

と
り

ま
と
め

②

受
委

託
方

法
説
明

③

点
検

数
量

と
り
ま

と
め

④

委
託

契
約

締
結

⑤
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

橋、高架の道路等の技術基準の改定について

資料２
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近年の改定の経緯と今回の主な改定内容

1

平成１３年改定

平成２４年改定

今回改定予定

性能規定化型への転換
疲労、塩害に対する耐久性能の考え方を導入

東北地方太平洋沖地震を契機とする設計地震動の見直し
構造設計上の維持管理への配慮事項を規定 （具体的な方法についての規定なし）

平成８年改定

車両大型化対応 （車両の総重量２５トン対応）
大型車の交通状況に応じた2種類の活荷重を導入 （A活荷重、B活荷重）平成６年改定

兵庫県南部地震を契機とする耐震設計の強化

「橋、高架の道路等の技術基準」は、地震等への対応、社会ニーズ、最新の知見や技術を踏まえて、適宜改定を行っている。

② 長寿命化を合理的に実現するための規定の充実

① 多様な構造や新材料に対応する設計手法の導入

③ その他の改定

設計供用期間を明確化し、点検頻度や手法、補修や部材交換方法等、維持管理の方法を設計時点で考慮
耐久性確保の具体の方法を規定

今後、社会ニーズ、政策ニーズに応じた設計が可能となるよう、新たな設計手法を導入

⇒限界状態設計法と、これに用いる部分係数を導入

熊本地震を踏まえた対応等

今回は②③が対象（①は次回委員会予定）

11
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• 多様な構造や新材料に対応した基準を整備することにより、それら新技
術の導入を促進

国土交通省では平成２８年を「生産性革命元年」と位置づけて

おり、建設及び維持管理コストを削減する多様な構造や新材料

の開発が期待される

現行基準では、これらの新技術を「評価」する観点の規定が十

分とは言えない

必要な性能を確保しつつ、新技術の導入促進を図るため、基準

の見直しが必要

改定の背景と目的

【多様な構造や新材料の導入促進】

限界状態設計法及び部分係数設計法を導入

多様な構造や新材料等に対応しやすく、諸外国などでも運用実績を積ん

できている設計手法を導入

多様な構造、新材料等の出現

①多様な構造や新材料に対応する設計手法の導入

疲労対策（疲労設計）
• 応力振幅と繰り返し回数から疲労に対する耐久性を照査
塩害対策（鉄筋かぶり）
• 塩害の影響度合いに応じて地域を区分し、最小かぶりを規定

維持管理に関する規定
• 維持管理の確実性・容易さを要求しているが、具体の規定なし

平成２６年に５年に一度の定期点検が法定化され、長寿命化の取

り組みが本格化

現行基準は、長寿命化を合理的に実現するための規定が不十分
疲労対策（疲労設計）と塩害対策（鉄筋かぶり）については規定しているが、

その他維持管理の具体の方法について規定がない

【長寿命化を合理的に実現】

供用期間中に適切な維持管理ができるよう設計を行うことを規定

交換を前提とする部材は交換が容易な構造とする等、適切な維持管理ができ

るように設計を行うことを規定

現行基準

②長寿命化を合理的に実現するための規定の充実

2

• 現行基準では、特殊な構造に対応できな
い場合があり、個別に設計を行う必要
⇒特殊な構造は採用されづらい状況

• 現行基準では、新材料の強度や品質のばら
つき等を反映することが容易でない
⇒新材料は採用されづらい状況

【熊本地震における被災を踏まえた対応】

下部構造は安定して上部構造を支持することを要求

斜面変状等を設計で考慮することを明確化

【施工に関する規定の改善】

落橋防止装置等の溶接不良事案を踏

まえ、溶接検査の規定を明確化

【点検結果を踏まえた改善】

特殊な形状のＰＣポステン桁のひび割れ

発生を踏まえ、ひび割れ防止対策を充実

③その他の改定事項

支承交換や桁端点検の空間なし 支承交換が容易な構造の例

ジャッキアップ用
に配慮

適切な維持管理を行うためには、設計段階から、部材交換の方法や点検の方法等を
検討しておく必要がある

部材合理化による鋼重減

降伏強度を向上
SM570級＝420～460N/mm2

SBHS500＝500N/mm2

（降伏強度9～19%アップ）

予熱不要で、加工性、溶接
性に優れる

高性能鋼材（SBHS）の開発

少数桁橋
（二次部材削減）

12
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具体例 （今回新たに規定）

交換を前提とする部材は、交換がなるべく容易な構造とすること等を規定

施工・維持管理の容易さ、耐久性、部材の重要度等を考慮して、適切な
防食方法を選定することを規定

方法 具体例 （H13～これまでの設計）

1.劣化の影響を
考慮した部材
寸法や構造と
する

部材の劣化を
前提とした設
計

【疲労対策の例】

累積損傷度を指標にした疲労照査

【塩害対策の例】

コンクリート橋の鉄筋かぶりの規定

部材交換を前
提とした設計
等

（具体的な方法は未確立）

2.部材寸法や構
造とは別途の
対策を行う

塗装等の防食
方法の採用 （具体的な防食方法は規定していない）

3.劣化の影響が
ないとみなせ
る構造とする

劣化させない
設計

（具体的な方法は未確立）

3

【耐久性確保の方法】

耐候性鋼材

長寿命化を合理的に実現するための規定の充実

コンクリート中を塩分が浸透する早さを分析
↓

供用期間中（100年）に鉄筋位置での塩分濃度
が基準以下となるよう、鉄筋のかぶりを設定

支承交換の作業空間なし

ジャッキアップに配慮した構造

【課題】
現行基準では、理念として耐久性の確保、維持管理の確実性・容易さを要求しつつ、具体には疲労と塩害のみについて、100年を想定した対策
を規定しているが、適切な維持管理を行う上で、網羅的に規定されているものではない。

【改定内容】
適切な維持管理が行われることを前提に、橋が良好な状態を維持する期間として、１００年を標準とすることを規定。
耐久性確保の方法に応じ、維持管理に反映させることを規定。具体例として、部材交換を前提とした設計を追加。

重防食塗装

（具体例）

• 支承や伸縮装置等については、交
換を前提とし、交換が単に可能とい

うだけでなく容易であること

• 桁端及び支承まわりにて、点検の
ための空間を確保すること

荷重の繰り返しによる累積の影響が

許容値以下になるように設計

応力変動ｎ × 繰返し回数 ≦ 許容値

コンクリート
表面塗装

電気防食

例えば、耐食性に優れた材料の活用が期待される

産学で土木用にも研究されている材料の例

ステンレス鉄筋 ＦＲＰ緊張材 ステンレス鋼材 13
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【施工に関する規定の改善】

落橋防止装置等の溶接不良事

案を踏まえ、溶接検査の規定を

明確化

その他の改定事項

【熊本地震における被災を踏まえた対応】

ロッキング橋脚を有する橋梁の落橋を踏まえ、下部構造は

安定して上部構造を支持することを要求

大規模な斜面崩壊等による被災を踏まえ、斜面変状等を地

震の影響として設計で考慮することを明確化

制震ダンパー取付部の損傷事例を踏まえ、部材接合部の

留意事項を明確化

斜面変状による
橋台の沈下

• 緊急輸送道路等、道路の重要度を踏まえた検討を実施
1) 影響を受けない位置に架橋位置を選定することを標準とする
2) 影響を受ける架橋位置となる場合は、致命的な被害が生じにくくなる構
造形式等とする

平成２７年１２月２２日

落橋防止装置等の溶接不良に関する有

識者委員会 中間報告書（抜粋）

①検査抽出率の見直し

「道路橋の落橋防止装置等において、完

全溶け込み溶接部については、特別な理

由がない限り、一律に溶接継手全長の検

査を行うようにすべきである。」

ロッキング橋脚を
有する橋の落橋

• 引張りを受ける完全溶け込み溶
接は、主要部材に関わらず内部

きず検査を継手全数・全長に渡っ

て行うことを明確化

• 現行基準では、引張りを受ける継
手は完全溶け込み溶接を用い、

主要部材については全数検査を

行うことを規定

• しかし、落橋防止装置等について
は全数検査の適用が明記されて

いなかったため、不適切な検査に

つながった可能性

ロッキング橋脚は、単独では

自立できず、変位が生じると

不安定になる特殊な構造

大規模な斜面崩壊による橋台の沈下等の事例

が存在したため、地質・地盤調査、橋の設置位

置等について考慮する必要

（参考）

• ひび割れの発生には、複数の要因が関与して
おり、これまでも課題が認識される都度、規定

の充実を図り、ひび割れ発生リスクを低減

• これまでの取り組みによりひび割れは減少し
ているものの、点検結果を分析したところ、ＰＣ

箱桁の下フランジに橋軸方法のひび割れが見

られることを確認

• 原因の一つとして考えられるのが、ＰＣ緊張力
の鉛直分力（腹圧力）の影響

【点検結果を踏まえた改善】

一部の橋梁で、点検や部材交換が困難な構

造となっていること等を踏まえ、適切な維持

管理ができるように設計を行うことを規定

（再掲）

特殊な形状のＰＣポステン桁の一部でひび

割れが発生していることを踏まえ、ひび割れ

防止対策を充実

• PC箱桁のうち特殊な形状のものについて、ひ
び割れ発生のリスクが低減されるように、PC
鋼材の配置や、橋軸直角方向の鉄筋引張力

の照査を新たに規定

4

腹圧力

PC緊張力

上フランジ

下フランジ

橋軸方向

箱桁下フランジ

ひび割れ

橋軸方向の
ひび割れモーメント 腹圧力 ひび割れ

PC鋼材

柱柱 柱

• 支承部を用いる場合は、その破壊を想定したとしても、上部構造を支持する
ために下部構造が単独で自立できる構造形式とすること

制震ダンパー取付部の損傷により、制震

ダンパーが機能しない事例が存在したた

め、部材接合部について留意する必要

• 接合部の耐荷力と接合部を有する部材の耐荷力の関係を明確にした上で、
接合部を有する部材が所要の性能を発揮するようにしなければならない。

制震ダンパー取付部の損傷

（被災前）

全断面が完全に溶接さ
れるよう、鋼材片側から
溶接したのち、反対側か
らルート部の裏はつりを
行った上で、反対側の溶
接を行ったもの

【完全溶け込み溶接】

※ロッキング橋脚を有する既設橋の耐震補強では、条件によっては、下部構造を単独で
自立可能な構造へと補強することができない場合もあり、その場合には支承部の破壊
が橋の崩壊につながらないように個別に検討

14
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［参考１］ 限界状態設計法、部分係数設計法の概要

現行【許容応力度設計法】

部材に発生する応力を制限値（許容応力度）以下に抑える設計法

限界状態設計法 部分係数設計法

改定【限界状態設計法】
（部材の応力のみによらず）部材単位、橋単位の限界状態を設定し、この限

界状態に対して安全であることを確認する設計法

【部分係数設計法】

様々なばらつき要因を一つの安全率で考慮する「許容応力度設計法」では、

多様な構造や材料、条件等への対応が困難な場合がある

部分係数設計法は、従来の安全率を要因別に分離するものであり、多様な

条件に対応したきめ細かな設計が可能

5

材料

部材

（現行）
許容応力度
設計法

（改正）
部分係数
設計法

外力 ＜ 抵抗力 ×
1

安全率（≧1.0）

安全率α× 外力 ＜ 抵抗力 ×
1

安全率β

車両、風、温度変化、地震等
の外力、また外力の組み合
わせに対して個々に安全率
を設定

材料のばらつき、解析等の
精度のばらつき、座屈等に対
する安全性に対して個々に
安全率を設定

要素毎に分解 要素毎に分解

許容
応力

降伏
強度

ひずみ

応力

安全率

許容する
作用力

終局耐力

変位

荷重

安全率

15
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［参考２］ 部材交換に関する配慮事項の規定

6

支承

交換が容易な構造とする
ことを規定

交換前提の部材

交換を前提としない部材

完成時（供用時） 床版施工時（1車線供用）

①交換等の工程を検討し、交換の実現性や課題を確認しておく

②部材細部構造の工夫で実現できることはないかを確認しておく

既設橋にて、PC鋼材の腐食発生を受け、
PC桁内に外ケーブルを追加配置した例

新設橋にて、ケーブル交換、
追加用の予備孔を設置

交換を前提としないものの、床版、ケーブル類については、一部又
は全体の交換等の方法について、検討しておくことを規定 検討の着眼点

追加ケーブル

隔壁の補強 予備孔

参考：米国ＡＡＳＨＴＯ 2.5.2.3 Maintainability（維持管理性）
Structural system whose maintenance is expected to be difficult should be avoided.  （維持管理の困難が予期される構造系は避けること）
～ 例として、床版交換、支承やジョイント交換のための事前検討が挙げられている。

■その他の主桁、アーチリブ、橋脚等 ⇒ 一般的には交換等の対象とならない

伸縮装置

■支承、伸縮装置、その他耐久性設計にて交換を前提とする部材

経験的に損傷例が少なくないもの （床版、ＰＣ鋼材）

大型車の衝突や火災等、万一の損傷等が極めて重大な影響を及

ぼす可能性が高いもの （斜材ケーブル、ハンガーケーブル）

ケーブル損傷例床版損傷例 PC鋼材の腐食例

■床版、ケーブル類 ⇒ 交換等の方法について検討

※実現性や課題を確認するのみとし、必要な補強等は、施工時に対応

注） 幅員や施工中の活荷重

載荷位置によっては仮設
の補強部材等の検討が
必要な場合がある。

橋脚

アーチリブ

主桁

16
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関東地方整備局
関東技術事務所【関東地整管内】地方公共団体による老朽化対策の取り組み事例
資料⑥-１

1

（平成２８年度 第２回道路メンテナンス会議資料より抜粋）

都県名 管理者名 取り組み内容 頁

茨城県 那珂市 直営点検

群馬県 板倉町 直営点検

埼玉県
越谷市 直営点検 ２

深谷市 橋梁に特化した係を新設 ３

千葉県 君津市
勉強会を複数回実施 ４

直営点検

東京都
豊島区 直営点検と講習会

あきるの市 直営点検

長野県

上田市 直営点検

千曲市 直営点検 ４

山形村、塩尻市 直営点検（村と市の連携） ５

筑北村 直営点検



関東地方整備局
関東技術事務所埼玉県･越谷市での取り組み

2
Ｈ２８第２回埼玉県道路メンテナンス会議資料より
大宮国道事務所 管理第二課 TEL048-669-1208

資料⑥-１



関東地方整備局
関東技術事務所

Ｈ２８第２回埼玉県道路メンテナンス会議資料より
大宮国道事務所 管理第二課 TEL048-669-1208

3

埼玉県･深谷市での取り組み 資料⑥-１



関東地方整備局
関東技術事務所

Ｈ２８第２回千葉県道路メンテナンス会議資料より
千葉国道事務所 管理第二課 TEL043-287-0315

千葉県･君津市での取り組み

4

資料⑥-１



関東地方整備局
関東技術事務所

5

長野県･千曲市での取り組み

Ｈ２８第２回長野県道路メンテナンス会議資料より
長野国道事務所 管理第二課 TEL026-264-7008

資料⑥-１



関東地方整備局
関東技術事務所長野県･山形村と塩尻市の連携

6Ｈ２８第２回長野県道路メンテナンス会議資料より
長野国道事務所 管理第二課 TEL026-264-7008

資料⑥-１



関東地方整備局
関東技術事務所

7

長野県･塩尻市と山形村の取り組み

Ｈ２８第２回長野県道路メンテナンス会議資料より
長野国道事務所 管理第二課 TEL026-264-7008

資料⑥-１



関東地方整備局
関東技術事務所【関東地整管内】修繕事例とりまとめ

8

（平成２８年度 第３回道路メンテナンス会議資料より抜粋）

修繕事例一覧表

管理者名 橋梁名 損傷内容 頁 管理者名 橋梁・トンネル名 損傷内容 頁 管理者名 橋梁名 損傷内容 頁

茨城県 常陸河川国道 新川島橋
・伸縮装置　損傷
・床版 　剥離、鉄筋露出

茨城町 無名橋１０ ・橋台　背面土砂流出等 2

栃木県 宇都宮国道 鬼怒川橋（新） ・支承　シーリング材脱落等 3 栃木県 境橋
・橋脚　鉄筋腐食によるうき・
剥離等

4 鹿沼市 黒川橋上り線 ・伸縮装置　遊間異常 5

高崎河川国道 相生橋 ・床版　遊離石灰、ひび割れ、土砂化 6 湯山橋 ・主桁　防食機能の劣化 太田市 八千代橋 ・主桁、床版　遊離石灰

城南大橋 ・伸縮装置　非排水化

宇津野橋 ・伸縮装置　劣化

田平橋 ・支承　防食機能の劣化

大成跨線橋 ・トラス橋上部工　防食機能の劣化 7 釘無橋 ・床版　ひび割れ さいたま市 榎の木橋 ・支承　損傷 10

桜橋歩道橋
（下り）

・主桁　防食機能の劣化
・伸縮装置　漏水

沼田歩道橋 ・舗装　劣化 神戸大橋 ・伸縮装置、舗装、桁、橋脚損傷 11

釜伏トンネル ・覆工コンクリート剥離 9 鞍掛橋
・下部　腐食
・床版　ひび割れ

12

高野橋 ・伸縮装置　漏水

草加市 松原大橋 ・橋台　ひび割れ 13

飯能市 北川２号橋 ・床版　鉄筋腐食、うき、剥離、鉄筋露出 14

三郷市 南側道橋 ・床版　ひび割れ 15

上尾市 立合橋
・主桁　塗装劣化
・床版　コンクリート中性化

16

和光市 北原橋 ・主桁　ひび割れ

川口市 あずま橋 ・伸縮装置 損傷

ときがわ町 宮川橋
・横桁　剥離、鉄筋露出
・橋台　ひび割れ
・伸縮装置　劣化

東秩父村 帯沢橋 ・伸縮装置　劣化、欠損

横瀬町 上中井橋 ・伸縮装置　変形、欠損

5211-1号橋 ・床版　劣化

6334-1号橋 ・主桁　腐食

6334-2号橋
・橋脚　ボルト脱落
・主桁　腐食

千葉県 千葉国道 勝山橋
・コンクリート補強材（鋼板）の腐食
・主桁、床版　剥離、鉄筋露出

17 千葉県 木下跨線橋 ・主桁、支承　腐食 18 東庄町 花立橋 ・鋼材の腐食

和泉橋 ・床版　漏水、遊離石灰 19 江戸川区 大杉橋
・主桁　塗装劣化
・伸縮装置　破損

中川大橋
・主桁、横桁、縦桁、床版　腐食
・伸縮装置　漏水

調布市 千羽橋 ・床版　ひび割れ、遊離石灰

神奈川県横浜国道
南本宿高架ランプ
橋

・床版　ひび割れ、漏水、遊離石灰 神奈川県 走水第二隧道 ・覆工コンクリート　うき、剥離 中井町 東向橋 ・コンクリート　うき、剥離、ひび割れ 20

小柳川橋 ・伸縮装置　漏水 山梨県 矢坪橋 ・橋台　ひび割れ 湯川西橋 ・舗装　剥離 21

河代こ道橋 ・地覆　鉄筋露出、腐食 22

村中五号橋 ・床版　鉄筋露出、腐食 23

長野県 長野国道 塩沢橋
・伸縮装置　遊間異常
・床版　土砂化

長野県 くろゆり橋 ・支承　腐食 山ノ内町 渋湯橋 主桁、床版、下部劣化、支承錆 24

都県名
国土交通省 都県 市区町村

群馬県 群馬県

山梨県 甲府河川国道 甲府市

桶川市

東松山市

埼玉県

大宮国道

埼玉県

東京都 東京国道

資料⑥-２



関東地方整備局
関東技術事務所

Ｈ２８第３回茨城県道路メンテナンス会議資料より 常陸河川国道事務所 道路管理第二課 TEL029-240-4073

9

茨城県･茨城町の修繕事例（無名橋１０）

※この補修事例はあくまでも参考事例であり、必ずしも記載されている補修工事がどの橋梁にもそのまま適用できるものではありません。

資料⑥-２



関東地方整備局
関東技術事務所

Ｈ２８第３回栃木県道路メンテナンス会議資料より 宇都宮国道事務所 管理第二課 TEL028-639-5256

10

栃木県･宇都宮国道事務所の修繕事例（橋）

※この補修事例はあくまでも参考事例であり、必ずしも記載されている補修工事がどの橋梁にもそのまま適用できるものではありません。

資料⑥-２



関東地方整備局
関東技術事務所

Ｈ２８第３回栃木県道路メンテナンス会議資料より 宇都宮国道事務所 管理第二課 TEL028-639-5256

11

栃木県の修繕事例（境橋）

※この補修事例はあくまでも参考事例であり、必ずしも記載されている補修工事がどの橋梁にもそのまま適用できるものではありません。

資料⑥-２



関東地方整備局
関東技術事務所

Ｈ２８第３回栃木県道路メンテナンス会議資料より 宇都宮国道事務所 管理第二課 TEL028-639-5256

12

栃木県･鹿沼市の修繕事例（黒川橋上り線）

※この補修事例はあくまでも参考事例であり、必ずしも記載されている補修工事がどの橋梁にもそのまま適用できるものではありません。

資料⑥-２



関東地方整備局
関東技術事務所

Ｈ２８第３回群馬県道路メンテナンス会議資料より 高崎河川国道事務所 道路管理第二課 TEL027-345-6043

13

群馬県･高崎河川国道事務所の修繕事例（相生橋）

※この補修事例はあくまでも参考事例であり、必ずしも記載されている補修工事がどの橋梁にもそのまま適用できるものではありません。

資料⑥-２



関東地方整備局
関東技術事務所

Ｈ２８第３回埼玉県道路メンテナンス会議資料より 大宮国道事務所 管理第二課 TEL048-669-1208

14

埼玉県･大宮国道事務所の修繕事例（大成跨線橋）①

※この補修事例はあくまでも参考事例であり、必ずしも記載されている補修工事がどの橋梁にもそのまま適用できるものではありません。

資料⑥-２



関東地方整備局
関東技術事務所

Ｈ２８第３回埼玉県道路メンテナンス会議資料より 大宮国道事務所 管理第二課 TEL048-669-1208

15

埼玉県･大宮国道事務所の修繕事例（大成跨線橋）②

※この補修事例はあくまでも参考事例であり、必ずしも記載されている補修工事がどの橋梁にもそのまま適用できるものではありません。

資料⑥-２



関東地方整備局
関東技術事務所

Ｈ２８第３回埼玉県道路メンテナンス会議資料より 大宮国道事務所 管理第二課 TEL048-669-1208

16

埼玉県･道路公社の修繕事例（釜伏トンネル）

※この補修事例はあくまでも参考事例であり、必ずしも記載されている補修工事がどの橋梁にもそのまま適用できるものではありません。

資料⑥-２



関東地方整備局
関東技術事務所

Ｈ２８第３回埼玉県道路メンテナンス会議資料より 大宮国道事務所 管理第二課 TEL048-669-1208

17

埼玉県･さいたま市の修繕事例（榎の木橋）

※この補修事例はあくまでも参考事例であり、必ずしも記載されている補修工事がどの橋梁にもそのまま適用できるものではありません。

資料⑥-２



関東地方整備局
関東技術事務所

Ｈ２８第３回埼玉県道路メンテナンス会議資料より 大宮国道事務所 管理第二課 TEL048-669-1208

18

埼玉県･東松山市の修繕事例（神戸大橋）

※この補修事例はあくまでも参考事例であり、必ずしも記載されている補修工事がどの橋梁にもそのまま適用できるものではありません。

資料⑥-２



関東地方整備局
関東技術事務所

Ｈ２８第３回埼玉県道路メンテナンス会議資料より 大宮国道事務所 管理第二課 TEL048-669-1208

19

埼玉県･東松山市の修繕事例（鞍掛橋）

※この補修事例はあくまでも参考事例であり、必ずしも記載されている補修工事がどの橋梁にもそのまま適用できるものではありません。

資料⑥-２



関東地方整備局
関東技術事務所

Ｈ２８第３回埼玉県道路メンテナンス会議資料より 大宮国道事務所 管理第二課 TEL048-669-1208

20

埼玉県･草加市の修繕事例（松原大橋）

※この補修事例はあくまでも参考事例であり、必ずしも記載されている補修工事がどの橋梁にもそのまま適用できるものではありません。

資料⑥-２



関東地方整備局
関東技術事務所

Ｈ２８第３回埼玉県道路メンテナンス会議資料より 大宮国道事務所 管理第二課 TEL048-669-1208

21

埼玉県･飯能市の修繕事例（北川２号橋）

※この補修事例はあくまでも参考事例であり、必ずしも記載されている補修工事がどの橋梁にもそのまま適用できるものではありません。

資料⑥-２



関東地方整備局
関東技術事務所

Ｈ２８第３回埼玉県道路メンテナンス会議資料より 大宮国道事務所 管理第二課 TEL048-669-1208

22

埼玉県･三郷市の修繕事例（南側道橋）

※この補修事例はあくまでも参考事例であり、必ずしも記載されている補修工事がどの橋梁にもそのまま適用できるものではありません。

資料⑥-２



関東地方整備局
関東技術事務所

Ｈ２８第３回埼玉県道路メンテナンス会議資料より 大宮国道事務所 管理第二課 TEL048-669-1208

23

埼玉県･上尾市の修繕事例（立合橋）

※この補修事例はあくまでも参考事例であり、必ずしも記載されている補修工事がどの橋梁にもそのまま適用できるものではありません。

資料⑥-２



関東地方整備局
関東技術事務所

Ｈ２８第３回千葉県道路メンテナンス会議資料より 千葉国道事務所 管理第二課 TEL043-287-0315

千葉県･千葉国道事務所の修繕事例（勝山橋）

24
※この補修事例はあくまでも参考事例であり、必ずしも記載されている補修工事がどの橋梁にもそのまま適用できるものではありません。

資料⑥-２



関東地方整備局
関東技術事務所

Ｈ２８第３回千葉県道路メンテナンス会議資料より 千葉国道事務所 管理第二課 TEL043-287-0315

25

千葉県の修繕事例（木下跨線橋）

※この補修事例はあくまでも参考事例であり、必ずしも記載されている補修工事がどの橋梁にもそのまま適用できるものではありません。

資料⑥-２



関東地方整備局
関東技術事務所

Ｈ２８第３回東京都道路メンテナンス会議資料より 東京国道事務所 管理第二課 TEL03-3512-9097

26

東京都・東京国道事務所の修繕事例（和泉橋）

※この補修事例はあくまでも参考事例であり、必ずしも記載されている補修工事がどの橋梁にもそのまま適用できるものではありません。

資料⑥-２



関東地方整備局
関東技術事務所

Ｈ２８第３回神奈川県道路メンテナンス会議資料より 横浜国道事務所 管理第二課 TEL045-316-3539
27

神奈川県･中井町の修繕事例（東向橋）

※この補修事例はあくまでも参考事例であり、必ずしも記載されている補修工事がどの橋梁にもそのまま適用できるものではありません。

資料⑥-２



関東地方整備局
関東技術事務所

Ｈ２８第３回山梨県道路メンテナンス会議資料より 甲府河川国道事務所 道路管理第二課 TEL055-252-8898

28

山梨県･甲府市の修繕事例（湯川西橋）

※この補修事例はあくまでも参考事例であり、必ずしも記載されている補修工事がどの橋梁にもそのまま適用できるものではありません。

資料⑥-２



関東地方整備局
関東技術事務所

Ｈ２８第３回山梨県道路メンテナンス会議資料より 甲府河川国道事務所 道路管理第二課 TEL055-252-8898

29

山梨県･甲府市の修繕事例（河代こ道橋）

※この補修事例はあくまでも参考事例であり、必ずしも記載されている補修工事がどの橋梁にもそのまま適用できるものではありません。

資料⑥-２



関東地方整備局
関東技術事務所

Ｈ２８第３回山梨県道路メンテナンス会議資料より 甲府河川国道事務所 道路管理第二課 TEL055-252-8898

30

山梨県･甲府市の修繕事例（村中五号橋）

※この補修事例はあくまでも参考事例であり、必ずしも記載されている補修工事がどの橋梁にもそのまま適用できるものではありません。

資料⑥-２



関東地方整備局
関東技術事務所

Ｈ２８第３回長野県道路メンテナンス会議資料より 長野国道事務所 管理第二課 TEL026-264-7008

31

長野県･山ノ内町の修繕事例（渋湯橋）

※この補修事例はあくまでも参考事例であり、必ずしも記載されている補修工事がどの橋梁にもそのまま適用できるものではありません。

資料⑥-２


